
入間西部衛生組合における女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 

（後期計画） 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 1 日 

入間西部衛生組合管理者 

 

 

入間西部衛生組合における女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画（以

下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、入間西部衛生

組合管理者が策定する特定事業主行動計画を策定し令和２年度末までを前期計

画として取組みを進めてきました。このたび計画も令和 2 年度末で終了するこ

ととなり、後期計画の策定にあたっては前期計画の同様、入間西部衛生組合の現

状に沿った行動計画を策定し推進していくものである。 

 

 

１． 計画期間 

後期計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５

年間とする。 

 

２． 職員の活躍の推進に向けた数値目標 

 法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律に基づく特定事業主行動の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府

令第６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、入間西部衛生

組合において、職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善

すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、職員の活躍の推

進するため、次のとおり目標を設定する。 

 

【分析結果】 

・「年次休暇平均取得率 70％」については、平成２８年度及び平成３０年



度を除き目標である７０％を達成することがでました。また、達成年度

に目標平均取得率の達成をすることができました。 

・「２日以上の連続休暇の取得を年１回以上」については、達成年度おいて

も目標回数を達成できない職員もいました。 

【目標】 

◎年次休暇 

・令和７年度までに前期の目標同様、年次休暇平均取得率を７０％とする。 

・令和７年度までに前期の目標同様、２日以上の連続休暇の取得を年１回

以上とする。 

３． 職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組 

  ２．で掲げた目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、組合において職員の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、次のとお

り取組をする。 

 

【取組】 

◎年次休暇 

   管理職員は職員の休暇の取得状況を把握し、業務の調整を行う等、職員が

休暇を取得することに抵抗を感じることがないよう職場環境を整え、職

員の家庭生活の充実を支援していきます。 


